
 

 

組織再編成に係る主要な事項の明細書の記載の仕方 

 
１ この明細書は、合併、分割、現物出資又は現物分配（以

下「組織再編成」といいます。）が行われた場合に、被

合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法

人（以下「被合併法人等」といいます。）又は合併法人、

分割承継法人、被現物出資法人若しくは適格現物分配に

係る被現物分配法人（以下「合併法人等」といいます。）

が、法人税法施行規則第 37条の 12第７号((((連結確定申

告書の添付書類))))の規定により連結確定申告書に添付す

る明細書として使用します。 

 その組織再編成が適格かどうかを複数の法人により判

定をする場合には、「名称及び所在地３」から「事業規

模７」までの各欄は、それぞれについてこの明細書を記

載し添付してください。 

 なお、その組織再編成が次に掲げるものである場合に

は、次に掲げる各欄の記載は要しません。 

イ 株式分配以外の現物分配 

「株式保有関係４」から「支配株主の株式の保有状

況９」までの各欄 

ロ 株式分配又は単独新設分割型分割（分割型分割に該

当する分割で単独新設分割であるもの（分割法人が分

割により交付を受ける分割対価資産の一部のみを当該

分割法人の株主等に交付する分割（以下「中間型分割」

といいます。）を除きます。）をいいます。以下同じ。） 

「株式保有関係４」、「事業規模７」及び「支配株

主の株式の保有状況９」の各欄 

また、この明細書に記載しきれない項目については適

宜の用紙に記載し添付してください。 

２ 「組織再編成の態様１」は、該当する組織再編成を○

で囲みます。また、その組織再編成が分割の場合には、

分割の（ ）内に分割型分割（単独新設分割型分割を除

きます。）は「分割型」、分社型分割は「分社型」、中

間型分割については「中間型」、単独新設分割型分割に

ついては「単独新設型」と記載し、その組織再編成が現

物分配のうち株式分配である場合には、現物分配の（ ）

内に「株式分配」と記載します。 

３ 「組織再編成の日」は、次の区分に応じ、それぞれ次

に掲げる日を記載します。 

イ 合併 合併の効力を生ずる日（新設合併の場合は、

新設合併設立法人の設立登記の日） 

ロ 分割 分割の効力を生ずる日（新設分割の場合は、

新設分割設立法人の設立登記の日） 

ハ 現物出資又は現物分配 資産又は負債の移転をした

日 

４ 「適格区分２」は、その組織再編成が法人税法第２条

第 12号の８((((適格合併))))、第 12号の 11((((適格分割))))、

第 12号の 14((((適格現物出資))))、第 12号の 15((((適格現物

分配))))又は第12号の15の３((適格株式分配))のいずれか

に該当する組織再編成（以下「適格組織再編成」といい

ます。）である場合には「適格」を○で囲み、該当する

条項を（ ）内に記載します。また、適格組織再編成以

外の組織再編成の場合には「その他」を○で囲みます。 

５ 「組織再編成に係る関連法人」の「名称及び所在地３」

には、被合併法人等及び合併法人等の名称及び所在地を

記載します。 

 この場合、名称の前に合併法人、被合併法人、分割法

人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現

物分配法人又は被現物分配法人の別を表示します。 

 なお、被合併法人等又は合併法人等が連結子法人の場

合には、「その旨」及びその連結子法人に係る「連結親

法人の名称及び所在地」も併せて記載します。 

６ 「株式保有関係４」は、当事者間の株式保有関係が法

人税法施行令（以下「施行令」といいます。）第４条の

３第２項、第３項、第６項、第７項、第 13 項又は第 14

項のいずれの関係に該当するかにより、該当する条項を

記載します。 

 また、組織再編成の前後における次に掲げる株式（出

資を含みます。以下同じ。）の保有割合を記載します。 

イ 直接保有の株式の保有割合 一方の法人が保有する

他方の法人の株式の数（出資にあっては金額。以下同

じ。）が当該他方の法人の発行済株式等の総数（出資

にあっては総額。以下同じ。）のうちに占める割合 

ロ 間接保有の株式の保有割合 一方の法人が施行令第

４条の２第１項及び第２項の規定により他方の法人の

株式を保有するものとみなされた法人である場合のそ

の保有するものとみなされた株式の数が、当該他方の

法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合 

７ 「主要な事業の種類５」には、合併、分割、現物出資

又は株式分配（以下「合併等」といいます。）の前に行

う主要な事業（分割法人又は現物出資法人にあっては、

移転する事業）の種類を簡記し、被合併法人等の移転す

る事業と合併法人等（新設合併、複数新設分割又は複数

現物出資にあっては、他の被合併法人、分割法人又は現

物出資法人）の合併等の前に行う事業とが相互に関連す

る事業である場合には「事業関連性 有・無」の有を○

で囲みます。 

８ 「事業規模７」の「指標」欄は、施行令第４条の３第

４項第２号、第８項第２号又は第 15項第２号((((共同事業

要件))))の規定により事業の規模を比較する場合に採用し

た指標を○で囲みます。なお、「その他」の指標により

事業の規模を比較した場合には、（ ）内にその指標を

簡記します。 

９ 「役員の状況８」は合併等の後に合併法人、分割承継

法人、被現物出資法人又は完全子法人の特定役員（施行

令第４条の３第４項第２号に規定する特定役員をいいま

す。）となった者の役職名、氏名及び合併等の前の役職

名を記載します。 

10 「支配株主の株式の保有状況９」は、合併又は分割型

分割の直前に当該合併又は分割型分割に係る被合併法人

又は分割法人に支配株主（当該被合併法人又は分割法人

と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合

における当該他の者及び当該他の者による支配関係があ

るもの（当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分



 

 

割承継法人を除きます。）をいいます。以下同じ。）が

いる場合に、その支配株主の氏名又は名称及びその支配

株主が有する被合併法人又は分割承継法人の株式の数を

記載します。 

また、当該合併又は分割型分割によって交付される合

併法人若しくは合併親法人又は分割承継法人若しくは分

割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式であってそ

の支配株主に交付されるもの（当該合併が無対価合併で

ある場合にあっては、支配株主が当該合併の直後に保有

する当該合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直

後に保有する当該合併法人の株式の帳簿価額のうちに支

配株主が当該合併の直前に保有していた当該被合併法人

の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当

該合併法人の株式とし、当該分割型分割が無対価分割で

ある場合にあっては、支配株主が当該分割型分割の直後

に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当

該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式

の帳簿価額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に

保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該

分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は

負債に対応する部分の金額の占める割合を乗じて計算し

た数の当該分割承継法人の株式）の全部を継続して保有

することが見込まれる場合には、「新株継続保有見込の

有無」欄の「有・無」の有を○で囲みます。 

11 「移転した（又は移転を受けた）資産又は負債の明細

10」には、移転した（又は移転を受けた）資産・負債の

種類を勘定科目別に記載します。 

 また、適格組織再編成に該当するときは、その資産・

負債に係る被合併法人等の移転直前の帳簿価額を記載し、

適格組織再編成以外の組織再編成の場合は、その資産・

負債の譲渡価額又は取得価額を記載します。 

 (注) この明細書のほかに合併契約書、分割契約書、分割

計画書その他これらに類するものの写しを添付してく

ださい（法人税法施行規則第 37条の 12第６号）。

 
 


